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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式（Ｉ）の化合物：
【化１】

またはその医薬的に許容できる塩、溶媒和物もしくはプロドラッグ。
【請求項２】
　式（Ｉ）に含まれるオキシム基において化合物が（Ｅ）－立体配置を有する、請求項１
に記載の化合物。
【請求項３】
　前記医薬的に許容できる塩が塩酸塩である、請求項１または２に記載の化合物。
【請求項４】
　医薬を調製するための、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物の使用。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物および医薬的に許容できる賦形剤を含む、
医薬組成物。
【請求項６】
　変化したグルタミン酸シグナル伝達および／または機能に関連する状態、あるいはグル
タミン酸レベルまたはシグナル伝達の変化により影響を受ける可能性のある状態の治療ま
たは防止に使用するための、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記変化したグルタミン酸シグナル伝達および／または機能に関連する状態、あるいは
グルタミン酸レベルまたはシグナル伝達の変化により影響を受ける可能性のある状態が、
認知症、パーキンソン症候群および運動障害、急性もしくは慢性疼痛、不安障害、統合失
調症、気分障害、内分泌性および代謝性疾患、糖尿病、内分泌腺の障害、低血糖症、また
は癌から選択される、請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記状態が前記認知症であり、
　さらに、前記認知症が、アルツハイマー型認知症（ＤＡＴ）；アルツハイマー病；ピッ
ク病；血管性認知症；レビー小体病；アルコール中毒、甲状腺機能低下症およびビタミン
Ｂ１２欠乏症を含む代謝性、毒性および欠乏性疾患に起因する認知症；エイズ－認知症複
合疾患；クロイツフェルト－ヤコブ病；または非定型亜急性海綿状脳症から選択される、
請求項７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　前記状態が前記パーキンソン症候群および運動障害から選択され、
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　さらに、前記パーキンソン症候群および運動障害が、パーキンソン病；多系統萎縮；進
行性核上麻痺；大脳皮質基底核変性症；肝レンズ核変性症；ハンチントン病および片側バ
リスムを含む舞踏病；アテトーシス；痙性斜頚、職業性運動障害およびジル－ド－ラ－ツ
レット症候群を含むジストニア；レボドパ誘発性ジスキネジーを含む遅発性または薬物誘
発性ジスキネジー；振戦；あるいはミオクロヌスから選択される、請求項７に記載の医薬
組成物。
【請求項１０】
　前記状態が前記不安障害であり、
　さらに、前記不安障害が、パニック障害；恐怖症；強迫性障害；外傷後ストレス障害を
含むストレス障害；または全般性不安障害から選択される、請求項７に記載の医薬組成物
。
【請求項１１】
　前記状態が前記気分障害であり、
　さらに、前記気分障害が、抑うつ障害または双極性障害から選択される、請求項７に記
載の医薬組成物。
【請求項１２】
　パーキンソン病の治療または防止に使用するための、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　前記医薬組成物が経口投与のためのものである、請求項６～１２のいずれか１項に記載
の医薬組成物。
【請求項１４】
　変化したグルタミン酸シグナル伝達および／または機能に関連する状態、あるいはグル
タミン酸レベルまたはシグナル伝達の変化により影響を受ける可能性のある状態の治療ま
たは防止に用いる医薬を調製するための、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物の
使用。
【請求項１５】
　前記変化したグルタミン酸シグナル伝達および／または機能に関連する状態、あるいは
グルタミン酸レベルまたはシグナル伝達の変化により影響を受ける可能性のある状態が、
認知症、パーキンソン症候群および運動障害、急性もしくは慢性疼痛、不安障害、統合失
調症、気分障害、内分泌性および代謝性疾患、糖尿病、内分泌腺の障害、低血糖症、また
は癌から選択される、請求項１４に記載の使用。
【請求項１６】
　前記状態が前記認知症であり、
　さらに、前記認知症が、アルツハイマー型認知症（ＤＡＴ）；アルツハイマー病；ピッ
ク病；血管性認知症；レビー小体病；アルコール中毒、甲状腺機能低下症およびビタミン
Ｂ１２欠乏症を含む代謝性、毒性および欠乏性疾患に起因する認知症；エイズ－認知症複
合疾患；クロイツフェルト－ヤコブ病；または非定型亜急性海綿状脳症から選択される、
請求項１５に記載の使用。
【請求項１７】
　前記状態が前記パーキンソン症候群および運動障害から選択され、
　さらに、前記パーキンソン症候群および運動障害が、パーキンソン病；多系統萎縮；進
行性核上麻痺；大脳皮質基底核変性症；肝レンズ核変性症；ハンチントン病および片側バ
リスムを含む舞踏病；アテトーシス；痙性斜頚、職業性運動障害およびジル－ド－ラ－ツ
レット症候群を含むジストニア；レボドパ誘発性ジスキネジーを含む遅発性または薬物誘
発性ジスキネジー；振戦；あるいはミオクロヌスから選択される、請求項１５に記載の使
用。
【請求項１８】
　前記状態が前記不安障害であり、
　さらに、前記不安障害が、パニック障害；恐怖症；強迫性障害；外傷後ストレス障害を
含むストレス障害；または全般性不安障害から選択される、請求項１５に記載の使用。
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【請求項１９】
　前記状態が前記気分障害であり、
　さらに、前記気分障害が、抑うつ障害または双極性障害から選択される、請求項１５に
記載の使用。
【請求項２０】
　パーキンソン病の治療または防止に用いる医薬を調製するための、請求項１～３のいず
れか１項に記載の化合物の使用。
【請求項２１】
　前記医薬が経口投与のためのものである、請求項１４～２０のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項２２】
　パーキンソン病を処置する方法であって、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物
をその必要がある対象に投与することを含み、前記対象が非ヒト動物である、前記方法。


	header
	written-amendment

